
広島市水道局規程第１号  

令 和 ７ 年 ３ 月 ３ 日  

 

広島市水道局行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規程の

一部を改正する規程を次のように定める。 

 

広島市水道事業管理者       

広島市水道局長 村 上 裕 之  

 

広島市水道局行政手続等における情報通信の技術の利用に関す 

る規程の一部を改正する規程  

第 1 条 広島市水道局行政手続等における情報通信の技術の利用に関する

規程（平成１７年広島市水道局規程第６号）の一部を次のように改正す

る。 

 第１１条中「第２０条」を「第２２条」に改める。 

第２条 広島市水道局行政手続等における情報通信の技術の利用に関する

規程の一部を次のように改正する。 

第１１条中「第２２条」を「第２７条」に改める。 

附 則 

 この規程中第１条の規定は令和７年３月８日から、第２条の規定は同年

４月１日から施行する。 


